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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
止
ま
ら
な
い
年
金
流
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
成
十
六
年
度
、
年
金
掛
け
金
財
源
の
予
算
」
と
は
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
業
務
勘
定
及
び
国
民
年
金
特
別

会
計
業
務
勘
定
の
厚
生
年
金
保
険
料
及
び
国
民
年
金
保
険
料
（
以
下
「
年
金
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
財
源
と
す
る
予
算
を

指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
予
算
の
総
額
は
、
二
千
八
百
六
十
七
億
千
三
百
万
五
千
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
別
表
第
一

の
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
本
年
二
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
大
野
功
統
議
員
の
発
言
に
代
表
さ
れ
る
年
金
保
険
料
の

使
途
に
つ
い
て
の
様
々
な
意
見
及
び
年
金
福
祉
施
設
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
平
成
十
六
年
三
月
十
日
の
与
党
年
金
制
度
改

し

革
協
議
会
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
事
業
の
在
り
方
等
に
つ

い
て
厳
し
い
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
年
金
事
業
の
事
務
に
要
す
る
費
用
の
平
成
十
六

年
度
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
経
費
の
節
減
を
図
り
、
そ
の
使
途
に
つ
い
て
国
民
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う

努
め
て
ま
い
り
た
い
。

一



ま
た
、
今
後
は
、
年
金
保
険
料
は
年
金
給
付
に
関
係
し
な
い
こ
と
に
は
使
わ
な
い
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
し
、
大
規

模
年
金
保
養
基
地
（
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
）
及
び
年
金
住
宅
融
資
（
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
福
祉
を
増
進

す
る
た
め
に
必
要
な
住
宅
の
設
置
に
要
す
る
資
金
の
貸
付
け
）
に
つ
い
て
は
平
成
十
七
年
度
ま
で
に
廃
止
す
る
と
と
も
に
、

厚
生
年
金
会
館
、
厚
生
年
金
病
院
等
の
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
例
外
な
く
整
理
合
理
化
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
一
方
、
年
金
相
談
や
年
金
額
の
迅
速
な
裁
定
等
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
等
に
つ
い
て
は
、
年
金
給

付
に
関
連
し
て
被
保
険
者
等
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
直
接
寄
与
す
る
た
め
、
年
金
保
険
料
を
財
源
と
す
る
こ
と
が
妥
当
な
も

の
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
被
保
険
者
等
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
い
く
と
と
も
に
、
事
業
運
営
の
効
率
化
及
び
合
理

化
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
年
金
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
の
平
成
十
七
年
度
以
降

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
の
過
程
に
お
い
て
十
分
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

昭
和
五
十
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
決
算
並
び
に
平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
の
予
算
に
お
け
る
年
金
事

業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
、
国
民
年

金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
十
四
条
及
び
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
五
十

二



条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
施
設
等
に
要
す
る
費
用
の
金
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
内
訳
に

つ
い
て
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
年
度
以
降
に
お
け
る
年
金
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
国
が

年
金
手
帳
の
送
付
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
及
び
平
成
十
四
年
度
か
ら
国
が
国
民
年
金
保
険
料
を
徴
収
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏

ま
え
、
毎
年
度
の
予
算
に
お
い
て
決
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
度
予
算
に
お
け
る
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
（
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
適
用
及
び
保
険
料

の
徴
収
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
、
年
金
相
談
等
に
使
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
等
の
適
用
、
徴
収
及
び
給
付
に
係
る
基
本
的
な
シ
ス
テ
ム
経
費

を
年
金
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
で
あ
る
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
の
業
務
取
扱
費
と
し
て
三
百
十
八
億
円
、
年
金

相
談
、
年
金
額
の
迅
速
な
裁
定
等
に
係
る
シ
ス
テ
ム
経
費
を
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
の
福
祉
施
設
事
業
費
等
と
し
て
七
百
八

十
九
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
経
費
に
占
め
る
比
率
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
二
十
九
パ

ー
セ
ン
ト
、
後
者
が
七
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

三



当
該
比
率
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
予
算
を
計
上
し
た
結
果
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
業
務
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
業
務
及
び
全
職
員
の
人
数
に
対
す
る

業
務
ご
と
の
職
員
の
人
数
の
割
合
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

業
務
セ
ン
タ
ー
の
総
工
事
費
は
、
百
五
十
九
億
九
千
八
百
万
円
で
あ
り
、
そ
の
財
源
の
内
訳
等
及
び
法
的
根
拠
に
つ
い
て

は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

業
務
セ
ン
タ
ー
の
総
工
事
費
の
う
ち
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
及
び
国
民
年
金
法
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
被
保
険

者
等
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
施
設
に
要
す
る
も
の
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
は
、
被
保
険
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
直

接
寄
与
す
る
年
金
相
談
、
年
金
額
の
迅
速
な
裁
定
等
に
係
る
経
費
と
し
て
支
出
さ
れ
て
お
り
、
業
務
セ
ン
タ
ー
の
総
工
事
費

の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
支
出
割
合
は
、
業
務
セ
ン
タ
ー
の
業
務
内
容
及
び
各
業
務
に
応
じ
た
使
用
面
積
を
踏
ま
え
、
決
定
し
た
も
の

四



で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
社
会
保
険
大
学
校
に
お
け
る
研
修
は
、
長
期
間
滞
在
し
て
行
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
研
修
に
参
加
す
る

職
員
（
以
下
「
研
修
生
」
と
い
う
。
）
の
健
康
の
維
持
及
び
管
理
並
び
に
研
修
生
同
士
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

資
す
る
運
動
施
設
の
一
つ
と
し
て
ゴ
ル
フ
練
習
場
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ゴ
ル
フ
ボ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
当
該

施
設
に
必
要
な
用
具
と
し
て
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

研
修
生
の
健
康
の
維
持
及
び
管
理
等
は
、
年
金
事
務
を
円
滑
に
実
施
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
が
、
当
該
ゴ

ル
フ
練
習
場
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
方
向
で
見
直
し
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

年
金
保
険
料
の
徴
収
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
全
般
に
お
け
る
制
度
の
見
直
し
に
係
る
具
体
的
な
検
討
結

果
を
踏
ま
え
て
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
年
金
保
険
料
と
国
税
の
徴
収
の
一
本
化
に
つ
い
て
は
、
徴
収
の
対
象
や
徴
収
方
法
が
異
な
る
こ
と
、
年
金
保
険

料
は
そ
の
納
付
記
録
を
給
付
事
務
に
結
び
付
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
多
く
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も

五



事
業
運
営
の
効
率
化
等
に
つ
な
が
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
お
り
、
両
者
の
事
務
の
実
施
に
当
た
り
連
携
を
強
化
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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